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永
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度
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八

木

助

芳

之

永
小
作
制
の
本
質

支
那
白
水
小
作
は
永
一
佃
と
も
士
た
死
伺
と
も
い
ふ
。
永
小
作
人
の
有
ナ
る
永
小
作
権
た
予
武
伺
構
は
、
永
久
耕
作
白
樺
利
に
し
て

永
小
作
人
に
し
て
小
作
料
の
滞
納
を
左
さ
左
い
限
り
、
地
主
は
現
小
作
地
の
返
還
を
要
求
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
c

一
般
に
永
小
作

人
は
そ
の
永
制
権
主
子
々
孫
々
に
継
承
し
得
る
の
外
、
自
由
に
之
を
陣
貸
、
譲
渡
、
出
典
を
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
永
小

作
地
忙
於
て
は
、
土
地
所
布
者
た
る
地
主
に
鍵
夏
、
交
代
あ
る
も
、
物
確
た
る
水
小
作
槽
に
は
宅
も
影
響
を
及
ぼ
さ
左
い
。
己
の
閥

係
を
農
民
間
で
は
、
「
東
換
不
換
似
」
、
「
倒
東
不
倒
仇
ピ
、
「
寅
祖
不
買
佃
」
等
と
稀
し
℃
ゐ
る
。

現
在
の
法
的
概
念
に
従
っ
て
・
ポ
小
作
と
い
ふ
と
き
は
、
地
主
が
土
地
の
所
有
樺
を
有
す
る
に
封
し
て
、
小
作
人
が
共
白
土
地
を
耕

作
又
は
牧
畜
白
目
的
を
以
て
使
別
収
読
す
る
他
物
機
(
他
人
白
物
目
上
に
存
す
る
物
擢
)
を
有
す
る
閥
係
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

併
し
現
在
支
郊
で
慣
行
苫
れ
て
ゐ
る
坑
小
作
の
う
ち
に
は
、
分
割
土
地
所
有
闘
係
の
も
の
、
位
忙
小
作
人
が
負
捨
付
土
地
所
有
権
を

有
す
る
も
の
が
含
ま
れ
℃
ゐ
る
か
ら
、
支
那
の
永
小
作
椿
は
皐
在
る
用
品
骨
他
物
構
よ
り
も
強
力
左
右
揚
合
が
多
い
。
前
者
の
分
割
所

有
闘
係
と
は
、
土
地
所
ム
骨
樺
が
小
作
料
牧
得
樺
と
永
代
耕
作
樺
と
に
二
分
さ
れ
、
と
の
一
一
個
白
樺
利
部
各
異
左
る
三
個
の
主
緯
K
蹄

支
那

P
永
小
作
制
度

第
四
掛

七

事
五
十
巻

四

九

地主計空托するも、 11、作人忙は錘りがないの意
地主陀重量更あるも、小作人には錘りがないり意
小作料牧得穂、印ち土地所有権は之を貰却するも、小f'"し揺は之を買却しない
の意
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支
那
の
け
京
小
作
制
度

弾
五
十
巻

第
四
鵠

Fミ

四

O 

同
期
す
る
闘
係
を
云
ふ
も
の
で
、
と
の
二
個
の
権
利
が
合
し
て
始
め
て
完
全
な
る
土
地
所
市
椎
を
形
成
す
る
と
と
ゐ
で
あ
る
。
と
れ
が

最
弘
明
瞭
に
現
は
れ
て
ゐ
る
の
は
、
中
支
長
江
流
域
地
方
に
於
け
る
問
民
権
(
地
底
樫
)
と
問
商
標
(
地
面
構
)
の
分
裂
し
で
ゐ
る
永
小
作

地
に
し
て
、
同
氏
一
様
と
川
而
槽
と
は
夫
々
別
個
忙
賀
川
A
・
譲
波
さ
れ
得
る
。
と
の
際
、
川
氏
擁

2
買
買
を
大
賀
、
回
同
植
の
費
買
を

小
買
と
稀
し
て
ゐ
る
。
後
者
の
小
作
人
が
負
捨
付
土
地
所
布
檎
を
有
す
る
永
小
作
と
は
、
「
農
民
絶
賛
同
底
、
保
羽
田
岡
面
L

、
即
ち
農

M
K
が
自
己
に
北
代
耕
作
の
樺
利
を
留
保
し
つ
L
小
作
料
収
得
権
の
み
を
頁
却
し
た
揚
合
に
生
守
る
も
の
で
、
と
の
揚
合
に
は
共
の
士

地
に
針
寸
る
農
民
の
樺
利
は
単
純
な
る
川
谷
他
物
構
で
は
た
く
、
小
作
料
の
支
梯
と
い
ふ
物
上
負
婚
を
荷
へ
る
土
地
所
有
檎
で
島
つ

て
、
所
謂
地
主
止
看
倣
さ
れ
る
者
は
農
民
か
ら
毎
年
一
定
の
小
作
料
を
取
立
て
る
植
利
を
有
す
る
の
み
で
、
共
白
土
地
の
所
有
機
左

右
す
る
も
の
で
は
紅
い
と
観
念
さ
れ
て
ゐ
る
。
か
く
支
郊
の
永
小
作
慣
行
に
於
て
は
、
水
小
作
槽
は
単
な
る
用
品
掛
他
物
機
よ
り
も
よ

り
強
力
で
あ
り
、
間
平
ろ
七
地
所
有
権
に
近
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
永
小
作
人
は
一
般
に
永
小
作
樺
を
自
由
忙
相
続
、
時
間
典
、
買
却
、

分
削
又
は
典
質
を
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
支
那
の
民
法
上
に
於
け
る
武
小
作
植
は
、
斯
〈
の
如
〈
充
分
強
大
な
る
も
の
で
は
な
い
。
民
法
第
八
四
二
僚
に
は
「
稿
永

相
模
者
謂
支
付
制
租
永
久
夜
他
人
七
地

h
鋳
耕
作
或
牧
畜
之
構
」
、
即
ち

「
永
小
作
権
と
は
小
作
料
を
支
排
ひ
永
久
に
他
人
の
土
地

上
に
柱
り
て
耕
作
成
は
牧
蓄
を
滅
寸
棒
利
を
剖
ム
」
と
謡
っ
て
、
永
小
作
権
の
概
念
を
明
忙
し
、
第
八
四
三
僚
で
は
永
佃
樺
人
得

附
附
共
構
利
譲
典
他
人
」
と
誕
っ
て
、
永
小
作
人
が
共
の
水
小
作
曲
慌
を
他
人
に
譲
渡
し
得
る
と
と
L
し
て
ゐ
る
が
、
第
入
四
五
僚
に
は

「
武
佃
樺
人
不
得
賂
土
地
出
租
於
他
人
、
永
仙
棟
人
違
反
前
項
之
規
定
者
土
地
所
有
人
科
轍
似
し
と
誕
U
、
永
小
作
人
が
永
小
作
地
を

他
人
に
問
租
(
韓
貸
)
し
得
左
い
と
と
L
し、

若
し
永
小
作
人
に
し
て
之
に
違
反
し
た
る
と
き
は
、
地
主
は
永
小
作
地
を
引
戻
し
得
る

民国十八年五月一寸弓FI持布、同年寸月十日施行4) 



と
と
白
お
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
従
来
の
永
小
作
慣
行
で
は
、
永
小
作
人
は
永
小
作
地
を
自
由
に
跡
貸
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
州
大

珂
院
の
判
例
に
も
つ
加
刷
機
人
得
以
北
ハ
所
仙
土
地
跡
租
於
人
L

と
あ
っ
て
、
小
作
椛
者
に
小
作
地
の
陣
貸
を
認
め
て
ゐ
る
。
ま
た
民
法

施
行
後
は
、
永
小
作
機
上
に
典
格
闘
係
を
設
定
し
件
在
い
と
と
k

な
っ
て
ゐ
る
か
仁
川
、
民
法
ト
の
水
小
作
権
は
従
来
の
慣
行
水
小
作

椴
に
比
し
て
弱
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
更
に
第
八
回
六
僚
に
は
つ
水
制
樺
人
税
欠
地
租
建
一
一
年
之
線
網
者
除
月
七
竹
脅
憤
外
土
地
所
有
人
得

撤
例
」
と
規
定
し
て
、
水
小
作
人
の
小
作
料
滞
納
が
ご
ヶ
年
分
の
小
作
料
総
領
に
迷
す
る
と
き
は
、
別
に
慣
習
の
あ
る
場
合
を
除
〈

外
、
地
主
は
小
作
地
を
取
灰
し
得
る
も
の
'
と
し
て
ゐ
る
。

か
〈
の
如
〈
支
那
の
民
訟
上
で
は
、
永
小
作
樺
は
他
物
権
と
宥
倣
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
慣
行
水
小
作
の
う
ち
に
は
、
分
割
所
布
闘
係

の
も
の
、
負
捨
付
所
有
閑
係
の
も
の

L
存
す
る
こ
と
は
上
漣
の
如
〈
で
あ
る
。
ま
た
民
法
上
で
は
永
小
作
地
の
料
貸
は
許
さ
れ
な
い
と一

般

の
慣
例
止
し
て
永
小
作
人
は
自
山
に
永
小
作
地
を
糊
貸
す
る
と
と
が
出
来
る
。
乙
の
時
貸
(
轄
佃
)
を
地
口
語
「
仙
刊
し
と
栴
し
て
ゐ
る
。

同
符
平
制
服
に
於
て
も
水
小
作
地
の
特
貸
が
行
は
れ
て
居
り
、
之
を
一

j

放
租
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
更
に
上
述
の
如
〈
、
民
法
施
行
後

と
L

当
た
っ
て
ゐ
る
が
、
事
責
k
で
は
各
地
で
こ
の
脚
貸
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
翫
江
省
の
新
東
及
び
漸
悶
白
州
方
で
は
、

は
、
永
制
憾
の
上
に
典
、
階
闘
係
を
設
定
し
ね
な
い
と
と
h
訟
っ
て
ゐ
る
が
、
賓
際
上
、
永
小
作
人
は
指
小
作
地
を
山
川
典
し
て
ゐ
る
事

例
も
あ
る
。
例
へ
ば
江
蘇
省
常
熟
腕
及
び
所
江
省
平
湖
燃
で
は
水
小
作
人
は
岡
町
植
を
出
典
出
来
る
憤
例
と
な
っ
て
ゐ
る
。
ま
た
陳

翰
笠
も
永
小
作
械
に
闘
し
で
は
、
「
得
時
附
共
獲
得
之
閃
面
権
、
承
継
、
婚
予
、
出
資
、
分
割
或
典
質
」
と
述
べ
て
ゐ
る
か
ら
、
賞
際
に

は
永
小
作
権
上
に
は
典
檎
を
設
定
し
得
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

民
法
第
八
四
六
僚
に
は
「
永
小
作
人
の
小
作
料
滞
納
が
二
ヶ
年
分
の
小
作
料
総
額
に
達
す
る
と
き
は
、
別
に
慣
習
の
あ
る
揚
合
を

支
那
の
ま
小
作
制
度

第
五
十
巻

凹

第
四
輯

:Jt. 

民閑七年 l宇第ノむ八三腕(大明1出判例要旨餌賀、第一巻、一一一頁)
天野元之助民、支那小作制度目肝究(凹)(東亜、昭和十年 bR騨)→ー頁
謝劫鍵、中岡佃種制度之肝究及其改宜之劉策(中岡純樹、第一巻、第四五期合
刊)四一頁、劉大曲、我困佃農輯掛世況、五八百、 D.K. Lieu(劉l大釣)Land 
tenure :;;ystem in China (Chinese Economic Journal， June， 1928， p. 463.) 
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支
那
の
虫
小
伸
制
度

事
五
十
巻

四

第
四
挽

O 

除
〈
外
、
地
主
は
小
作
地
を
取
反
し
得
る
」
己
と
t

為
し
て
ゐ
る
。
別
に
憤
習
の
あ
る
場
合
白
一
例
と
し
て
、
安
徽
省
の
安
度
、
懐
前

一
帯
の
永
小
作
旧
た
る
「
稲
租
問
」
で
は
、
国
面
樫
を
有
す
る
永
小
作
人
が
、
小
作
料
滞
納
で
起
訴
き
れ
で
も
、
法
廷
は
和
解
に
よ

永
小
作
構
の
消
滅
を
判
決
す
る
を
得
左
い
己
と
i
A

た
っ
て
ゐ
る
d

ま
た
江
西

っ
て
滞
納
分
白
支
抑
(
償
欠
)
を
判
決
し
得
る
の
み
で

省
の
九
江
で
は
、
永
小
作
人
が
一
ニ
ヶ
年
連
績
し
て
小
作
料
を
滞
納
す
る
と
き
は
、
地
主
は
永
小
作
権
を
消
滅
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来

る。
か
〈
の
如
く
支
那
の
慣
行
水
小
作
に
は
間
半
な
る
用
釜
他
物
権
よ
り
も
、
よ
り
強
力
た
る
も
の
も
存
L
て
ゐ
る
か
ら
、
滋
で
は
慣
行

永
小
作
を
綜
釘
し
て
取
扱
ふ
こ
と
与
す
る
。

永
小
作
に
闘
す
る
諸
契
約
詮

支
那
白
武
小
作
制
は
江
蘇
、
所
江
、
安
徴
、
江
問
、
踊
建
、
底
束
等
の
諸
省
に
普
及
し
て
ゐ
る
が
、
河
北
、
山
末
、
山
同
口
諸
省

に
も
若
干
行
は
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
甘
市
刷
、
線
透
、
楽
情
爾
等
の
所
謂
懇
一
殖
院
に
於
て
も
、
地
主
が
開
墾
農
民
に
永
小
作
樺
を
阿
興
し

た
閲
係
上
、
H

故
に
も
永
小
作
川
が
若
干
行
は
れ
て
ゐ
孔
下
金
支
に
亙
っ
て
幾
何
献
の
永
小
作
地
が
存
ず
る
か
に
就
い
て
は
之
を
知
る

資
料
が
な
い

こ
の
水
小
作
樺
の
設
定
は
、
少
」
干
し
も
契
約
読
書
を
必
裂
と
し
友
い
町
、
後
円
の
た
め
左
の
如
き
契
約
誰
書
を
立
て
る
場
合
が
多

し、
。

(1) 

天
津
に
於
け
る
永
佃
地
契
約

中央政措串模地政畢院輿平瑚麻政府幅E口、弔問之土地租降、一一二頁
満輯上海事毒事所調査室、江蘇省常融牒農村寅態調査報昏書八三頁 上掲平瑚
県高之土地経済ー0五頁
陣翰律、租個制度(巾困綿棒年鑑上、民岡二三年) G 七六耳
謝fU鍵、 J二掲論文、四一貰 12) 劉大鈎、我凶1m農経済扶況、一九頁

8) 
9) 

10) 



立
合
同
人
郭
洛
虫
円
A
A
j

有
稲
地
一
段
串
落
牌
地
困
南
角
田
河
情
今
租
興
李
ニ
柴
名
下
耕
積
言
明
各
年
毎
畝
租
傾
大
作
五
角
五
分
水
不
長
「
欠
)
覗
議

定
毎
逢
十
月
初
一
日
交
納
租
憤
自
坦
之
後
準
租
主
不
租
本
準
輔
租
韓
党
如
車
期
租
債
不
到
準
許
業
主
持
地
権
同
如
歪
開
縄
地
畝
之
時
租
債
不
到

有
中
人
一
一
由
承
皆
此
博
問
中
=
一
面
言
明
倒
東
不
倒
冊
各
持
一
紙
各
無
反
慌
恐
口
無
窓
立
此
合
同
儒
龍

中

友

人

立
告
同
人

契
約
ヲ
立
テ
ル
人
、
郭
滑
香
川
、
今
稲
地
一
筆
ヲ
有
ス
、
ソ
ノ
位
置
ハ
牌
地
ノ
同
商
角
ノ
伺
ノ
西
岸
一
一
枚
ス
、
今
、
事
二
柴
ノ
名
宛
4
7

賃
貸
シ

テ
耕
種
セ
シ
メ
、
毎
年
毎
畝
小
作
料
金
大
揮
五
角
五
分
、
水
ク
瀞
納
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
言
明

ν
、
毎
年
十
月
初
一
日
一
一
常
リ
小
作
料
金
ヲ
納
付
ス

ペ
キ
ョ
ト
ヲ
議
定
ス
、
賃
貸
シ
テ
ヨ
リ
後
h

、
小
作
人
二
A

小
作
地
ノ
遮
還
ヲ
許
シ
、
マ
タ
其
ノ
輯
貸
、
賀
渡
ヲ
モ
許
ス
、
書
シ
期
日
却
必
至
ル
毛
小

作
料
金
ノ
立
梯
M
M

ナ
ケ
レ
パ
、
地
主
=
小
作
地
ノ
概
阿
ヲ
許
ス
、
苦
シ
地
畝
ヲ
耕
積
ス
ル
時
一
一
韮
ツ
テ
、
小
作
料
金
ノ
宜
抑
ガ
ナ
ケ
レ
バ
、
中

入
方
一
人
デ
其
ノ
責
任
ヲ
引
受
ケ
ル
、

2

レ
ハ
中
入
札
r
共
-
一
=
一
人
ノ
言
明
ス
ル
島
三
押
ル
、
地
主
二
型
亙
ア
ル
モ
小
作
人
三
影
響
ハ
ナ
ィ
、
各

々
一
紙
ヲ
持

ν
、
各
々
梅
ユ
ル
所
方
ナ
イ
、
目
的
ヂ
ハ
詩
擦
ナ
キ
ヲ
恐
レ
ル
ガ
故
一
一
、

2

ノ
契
約
ヲ
立
ュ
ァ
、
読
ト
偲
ス

子事郭李

(1) 

右
の
契
約
書
を
邦
課
し
て
左
に
示
す
。

一一一一一一

中
人
=
シ
テ
友
人
タ
ル

契
約
ヲ
立
テ
ル
人

(司

断
江
省
嘉
興
勝
目

ま
佃
租
約
( 

• H 

eI6j 

李郭李子

=洛少二洛少

柴書琴貴柴害警手責

立
付
度
操
業
某
某
今
国
無
力
耕
積
白
思
抽
骨
粗
遺
品
落
某
貯
某
呼
水
田

O
畝
O
分
正
租
興
某
某
某
耕
積
三
面
言
定
常
目
立
付
度
捧
放
牧
田
面
伴
若

干
兎
正
議
定
租
米
若
干
毎
年
到
喜
朗
将
乾
潔
好
米
一
件
照
市
交
還
不
得
抱
欠
晶
焚
隼
情
悉
照
大
側
向
租
之
後
如
不
欠
租
歴
年
耕
聞
鍵
方
允
治
各

支
那
白
永
小
作
制
度

第
五
十
巷

l1'l 

第
四
蹴

上掲、中閤極関年鑑、 G 八 O頁
前大理院の判例にも、佃III設定不以訂立書捧鵠要件(民闘七年上宇第「二六
五璃) tある。大理院、判例要旨陣賞、第一巻、一一0頁
司法行政部、民商事習慣調査錐(天野兎之助氏、上掲論文に引用せるも白)
湿紫向編、嘉興揮系農村凋査、四回頁

[3) 
[4) 

[5) 
[6) 



支
那
四
永
小
作
制
度

第
五
十
巻

↓呂

田

第
凶
擁

無
呉
言
恐
後
無
国
出
立
此
付
度
蛾
存
限

中

都

民

凶

年

立
付
度
控

巾

人

00  

00  

00  
押押

月

rI 

(2) 

右
白
契
約
帯
を
邦
揮
し
て
左
に
示
す
。

永
小
作
契
約
ヲ
立
テ
ル
葉
某
某
ハ
、
今
耕
種
ス
ル
ノ
カ
無
キ
=
囚
リ
、
切
願
シ
テ
、
調
先
ノ
遺
セ
ル
、
某
京
(
村
)
、
某
舟
〔
宇
)
-
一
ア
ル
ホ
田
O

畝
Q
分
也
ヲ
某
某
某
品
賃
貸
シ
テ
耕
禍
セ
シ
ム
、
本
日
水
小
作
契
約
ヲ
立
テ
、
併
セ
テ
田
面
ノ
代
金
大
作
蒋
干
元
也
ヲ
収
得
ス
ル
ヨ
ト
ヲ
コ
一
人

f
言
明
シ
、
小
作
米
若
干
、
毎
年
各
z

E

V
テ
前
=
、
乾
潔
ノ
良
品
小
ヲ
以
一
ア
、
市
地
ノ
慣
例
一
一
服
シ
テ
全
部
納
付
シ
、
滞
納
ス
ル
ヲ
符
ザ
ル
コ

ト
ヲ
議
定
ス
、
品
災
等
ノ
事
情
M
M

起
レ
パ
悉
ク
柑
例
一
一
一
斑
7

、
賃
貸
シ
テ
ヨ
リ
後
、
著
シ
小
作
料
ノ
抑
制
方
ナ
ケ
レ
パ
隔
年
耕
桶
セ
シ
メ
ル
、

舞
五
万
納
得
シ
各
々
共
存
ガ
ナ
ィ
、
後
日
詩
鵠
ム
ア
キ
ヲ
恐
ル
、
方
故
一
一
、
ヨ
ノ
永
小
作
契
約
ヲ
立
テ
、
荷
ト
ス

中

華

民

国

年

月

日

永

小

作

契

約

ヲ

立

テ

ル

中

人

o 0 

o 0 
押押

1

0 0  

天
出
に
於
け
る
ポ
小
作
契
約
で
は
、
永
小
作
権
の
特
徴
は
、
永
小
作
人
が
小
作
地
を
「
帥
租
、
特
定
L

し
作
る
刻
、
肢
に
「
倒
一
県

不
倒
例
」
の
貼
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。
嘉
興
燃
の
永
小
作
契
約
で
は
、

沢
小
作
権
の
特
徴
は
「
如
r
小
欠
租
歴
年
緋
種
」
白
川
引
に
現
は
れ

て
居
り
、
こ
の
永
小
作
人
は
一
定
の
代
金
主
支
掛
っ
て
永
小
作
権
た
る
旧
川
棋
を
牒
入
せ
る
も
の
P
あ
る
。
附
し
て
描
災
等
が
あ
れ

ば
慣
例
に
附
‘
し
て
小
作
料
を
減
免
す
る
と
と
L
友
っ
て
ゐ
る
。
と
の
知
に
闘
し
支
郊
の
民
法
第
八
四
阿
僚
は

7
4
制
機
人
同
不
可
抗

力
致
共
牧
谷
減
少
成
金
無
宥
得
請
求
減
少
或
兎
除
制
租
」
と
規
定
し
て
、
水
小
作
地
に
於
け
る
小
刊
料
の
減
見
そ
認
め
て
ゐ
る
が
、

政
闘
の
民
法
第
二
七
四
傑
は
「
収
小
作
人
ハ
不
可
抗
力
=
凶
リ
牧
統
一
一
付
キ
山
田
夫
ア
交
う
タ
ル
ト
キ
ト
雌
モ
小
刊
料
ノ
免
除
父
ハ
減

街
ヲ
請
求
ス
ル
事
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
、
小
作
料
の
減
免
を
認
め
て
ゐ
な
い
。



永
小
作
人
は
共
の
小
作
地
を
持
貸
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
際
の
契
約
詮
裂
を
左
に
示
す
こ
と

h
す
る
。

断
江
省
平
湖
牒
の
放
租
擦
式
h

永
田
樫
の
鞠
租
、
即
ち
放
租
契
約
「

(3) 

立
自
閥
同
商
放
租
披

O
O
C
A
T府
所
有
田
面

0
0坊
O
O坪
水
田
苗

O
畝

O
分
業
主
某
椅
額
租
米

O
石

O
斗
種
戸

0
0
0情
腕
央
中
帰
国
面
放

租
到

0
0庭
耕
種
三
面
議
定
路
年
大
租
霜
降
節
調
樋
遁
租
ホ
租
寒
露
交
付
毎
畝

O
主
耕
種
之
後
何
有
抱
欠
目
行
出
租
此
俸
雨
相
允
沿
各
無
臭
言
恐
後

無
遮
立
此
自
願
同
市
放
租
接
存
競

計

開

四

至

原

軍

超

水

原

根

出

水

民
国

0
0
0年
O
H
O
O
H

立
岡
市
放
租
接

原

中
代

筆

(8) 

有
の
契
約
書
を
邦
課

L
て
左
に
示
す
。

000  

000  

O
(押
)

O
(押
)

O
(押
)

自
ヵ
ラ
願
?
ア
同
面
賃
貸
契
約
ヲ
立
テ
ル

0
0
0
ハ
、
今
ソ
ノ
所
有
悶
面
一
一
シ
テ

O
O
坊
(
村
)
吋
(
宇
)
O
o
-
-在
ル
ホ
岡
面

O
畝

O
分
、
地
主

某
ノ
倉
庫
ユ
納
什
ス

4

キ
小
作
米
ハ

O
石

O
斗
ト
ス
、
永
小
作
人

0
0
0
ハ
切
願
シ
中
人
ヲ
介
シ
テ
勝
一
-
出
面
ヲ

O
O
/
車
工
賃
貸
シ
テ
排
時
間

セ
シ
メ
、
三
人
議
定
ス
、
歴
年
大
租
ハ
耕
降
節
一
一
倉
庫
へ
納
付
え
小
租
ハ
寒
博
一
」
一
記
刊
ud

、
毎
畝

O
元
ト
ス
、
耕
積
ノ
後
、
若
シ
滞
納
ス
レ

バ
別
人
一
一
賃
貸
ス
、
之
ハ
相
方
ノ
納
得
ス
ル
所
二
係
リ
、
各
々
県
存
ダ
ナ
ィ
、
議
蟻
ナ
キ
ヲ
恐
ル
、
が
故
一
一
、
自
カ
ラ
願
ツ
テ
此
ノ
田
町
賃
貸

契
約
ヲ
立
テ
、
読
ト
ス

附
記
四
方
ノ
境
界
、
備
へ
付
ケ
ノ
ホ
車
ヂ
ホ
ヲ
放
さ
、
そ

f
ノ
川
方
一
フ
ホ
ヲ
上
ゲ
ル

民
凶
0
0
0勺
O
H
Q
O
H

同
町
賃
貸
奨
約
ヲ
立
テ
ル

中

人

代

筆

人

支
那
O
永
小
作
制
度

第
五
十
巻

凹

五
0 00  

0 00  

O
{押
)

O
{押
)

O
(押
)

第
四
鏡

前掲、不糊之土地相糟一一凶頁'7) 



支
那
白
永
小
作
制
度

静
五
十
巻

四

六

第
四
抗

四

，r
M
は
永
小
作
地
の
特
貸
契
約
諮
菩
で
あ
る
か
ら
、
永
小
作
地
白
押
借
入
は
同
底
棋
の
所
有
者
た
る
地
主
に
は
犬
租
を
支
掛
ひ
、
田

町
権
白
所
有
者
た
る
永
小
作
人
に
は
小
租
を
支
捌
ム
ペ
雪
宵
を
記
載
し
て
ゐ
る
。

ま
た
水
小
作
槽
上
に
は
典
搭
を
設
定
し
得
る
慣
例
と
左
っ
て
ゐ
る
が
、
己
の
際
の
契
約
誇
書
は
左
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

漸
江
省
平
間
麟
の
前
国
岡
商
契

4
h

(4) 

立
国
田
面
契

0
0
0
今
悶
正
用
情
願
持
租
誼

0
0桟
水
田

O
畝
O
分

O
庖
山
世
帯
0
0期
0
0
坊
O
宇
珂
計
額
粗
末
O
石
O
斗
漏
出
中
頂
到

0
0
0
島
耕
種
選
租
震
業
三
面
議
定
時
値
的
頂
倒
洋

O
O
元
正
其
非
常
日
一
件
杭
且
自
国
之
後
百
定

O
年
震
期
過
期
不
拘
遠
近
印
持
原
償
問
瞭

期
内
任
従
碍
主
耕
種
情
有
親
房
上
下
言
語
帯
情
出
国
人
自
行
理
直
不
欄
承
稗
人
之
事
此
侍
雨
相
允
沿
各
無
鼻
音
恐
口
無
源
立
此
田
酉
頂
契
存
置

計
陣
原
草
起
水
草
桐
併
用

民
困

0
0
0年
O
月
0
0
日

立
頂
田
面
契

見

頂
原

中

品

川

筆

000  

000  

O
(押
)

O
(押
)

O
(押
)

O
(押
)

C 

O 

(4) 

右
白
契
約
書
を
邦
語
L
て
左
に
示
す
。

田
面
ノ
出
典
契
約
ァ
立
テ
ル

O
O
O
A
、
今
必
要
一
一
因
ツ
テ
、
切
願
シ
テ
、
租
先
ノ
誼
セ
ル

O
O
家
ノ
ホ
回
一
一
シ
テ

O
O
蜘
(
村
)
坊
戸
大
宇
)
O

宇
時
(
小
宇
)
O
一
一
在
ル

O
畝

O
分
O
厘
、
ソ
ノ
小
作
品
ホ
合
計
額
O
石
O
斗
、
中
人
a

ヨ
ヴ
テ

O
O
O
ノ
慮
ユ
出
典
シ
テ
排
種
セ
シ
メ
、
小
作
料

ヲ
柄
メ
テ
膏
業
(
経
替
)
セ
シ
メ
ル
、
一
一
一
人
議
定
ス
、
時
債
一
一
ヨ
ツ
テ
評
情
セ
ル
典
個
大
洋
O
O
克
也
、
其
ノ
金
額
ハ
本
回
全
部
之
ヲ
牝
得
λ

‘

出
典
ノ
後
、
言
定
シ
テ

O
年
ヲ
期
限
ト
ナ
ス
、
期
限
ず
過
ギ

ν
パ
遠
近
三
拘
ラ
ズ
、
直
=
原
債
ヂ
買
戻
シ
、
期
間
内
ハ
買
主
(
削
チ
典
得
人
)
ず

任
意
一
一
耕
種
ス
ル
モ
ノ
ト
λ

、
若
シ
一
族
ノ
者
二
異
議
ガ
ア
レ
バ
出
典
入
方
自
カ
ラ
島
理
ジ
、
京
穏
人
(
即
チ
典
得
人
)
ニ
ハ
迷
惑
ヲ
及
ポ
サ
ナ

ィ
、
コ
レ
ハ
相
方
ノ
納
得
λ

ル
所
一
二
悌
リ
、
各
々
異
存
ガ
十
ィ
、
口
約
一
T

A

語
操
少
キ
ヲ
恐
レ
ル
ず
故
=
、
コ
ノ
田
面
向
典
費
約
ヲ
立
テ
、
謹

前掲書、 -0六頁，8) 



ト

F甘 ス

言U

l~ 
凶ホ
o i止
O ミ

o 7k 
年草
O 及
月 ピ
O 其
O ノ
n ，骨

風
物
J、

借
用
ス
( 

向
典
人
ヨ
リ

) 

同
面
出
典
契
約
ヲ
立
テ
ル

保

謹

人

中

人
代
筆
人

0 0 0  0 

0000  

C
(押〉

O
(押
)

O
(押
)

C
(押
)

か
〈
の
如
〈
武
小
作
人
が
金
銭
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
と
き
は
、
永
小
作
地
を
典
、
訟
に
附
し
て
、
典
得
人
か
ら
金
銭
の
融
通
を
受
け

る
。
而
し
て
融
通
期
間
内
は
典
相
何
人
が
共
の
永
小
作
地
主
自
由
に
使
用
収
訴
す
る
も
の
で
、
期
限
後
間
典
人
が
借
受
金
を
返
還
す
れ

ば
、
元
の
通
り
永
小
作
人
に
共
の
土
地
が
戻
さ
れ
る
。
之
に
反
し
問
典
人
が
出
典
地
を
間
関
し
得
宇
、
僅
か
在
債
で
永
小
作
権
を
典

得
人
に
結
寅
し
て
し
ま
ム
場
合
も
あ
る
。

永
小
作
制
の
起
因

支
那
に
於
け
る
永
小
作
制
の
起
内
と
し
て
、
日
剛
翰
竺
は

ω農
民
が
曾
て
勢
力
を
出
し
で
地
主
に
代
っ
て
、
荒
蕪
地
を
開
墾
し
、
之

を
熟
問
た
ら
し
め
た
る
代
償
と
し
て
、
永
小
作
曲
舶
を
取
得
せ
る
も
の
、
間
農
民
が
曾
て
資
力
を
出
し
て
地
十
七
に
代
っ
て
、
士
質
を
改

良
し
た
る
と
と
に
よ
っ
て
、
永
小
作
権
主
取
得
せ
る
も
り
、

ω内
閣
肌
後
流
民
主
招
致
し
て
、
荒
廃
地
bz
墾
種
せ
し
め
で
永
小
作
槽
を

附
興
せ
る
も
の
、
川
開
出
資
し
て
地
主
よ
り
永
小
作
権
(
凹
問
機
)
を
購
入
し
た
る
も
の
、

ω農
民
が
耕
地
の
問
底
権
は
之
を
責
却
せ
る

も
、
回
国
橋
は
之
を
自
己
に
保
留
し
た
る
も
の
t
A

五
つ
を
事
げ
て
ゐ
る
。

支
那
白
ま
小
作
制
度

第
五
十
巻

四

七

第
凶
観

五

前掲、中国組済企f.i量、 (G)七六頁19) 



支
那
の
ま
小
作
制
度

事
五
十
巻

凶

パ、

第
凶
腕

六

天
野
五
之
助
氏
は
、

mw農
民
が
勢
力
或
は
一
部
円
資
本
を
問

L
、
地
主
目
土
地
に
到
し
、
同
型
・
改
良
其
の
他
を
行
っ
て
、
著
し
〈
そ
の
慨
慌
を
高
・

品
だ
こ
と
に
よ
っ
で
、
永
仙
椛
を
取
得
し
た
る
も
の
一
、
印
ち
開
墾
氷
水
小
作
、
土
地
改
良
小
作
、
間
小
作
人
が
相
情
的
代
償
乃
至
は
保
譜
告
を
納
め
て
、

地
主
よ
り
永
畑
楳
を
取
得
し
た
る
も
の
、
却
一
九
一
買
受
永
小
作
、
問
自
作
農
が
地
底
樺
札
佐
賀
却
、
又
は
負
債
の
伺
に
喪
先

L
、
地
而
棋
を
保
町
し
て
、
水

側
人
と
ひ
っ
た
も
の
、
即
ち
留
保
永
小
作
、
凶
官
地
・
皇
産
・
旗
地
・
中
日
明
地
・
公
産
・
族
産
等
に
水
仙
植
を
奥
へ
た
も
の
、
例
蛍
農
が
そ
の
隷
属
鹿
戸

崎

、

に
ま
佃
楳
を
典
へ
た
も
の
、
印
ち
分
県
永
小
作
、
開
農
民
が
永
年
小
作
の
結
果
、
永
畑
棋
を
諸
定
せ
む
れ
た
も
の
、
印
ち
認
定
、
北
小
作
の
六
楠
に
北
小

作
を
そ
の
起
凶
よ
り
分
類
し
て
ゐ
る
。

と
の
小
織
で
は
f
i
那
の
水
小
作
を
共
の
起
閃

k
り
し
て
、
川
間
相
一
水
小
作
、
帥
土
地
改
良
水
小
作
、
仰
向
日
交
点
小
作
、
同
皆
保
水

小
作
、

ω分
輿
永
小
作
、
同
日
地
、
皇
産
、
旅
地
、
家
地
、
族
庄
等
の
特
殊
所
有
形
態
の
土
地
に
於
け
る
水
小
作
に
分
っ
て
、
そ
の

各
々
に
つ
き
一
一
、
一
-
一
の
事
例
を
一
不
す
と
と
ta
す
る
。

(
一
)
閣
墾
永
小
作

E

O
種
の
永
小
作
と
℃
て
左
の
事
例
主
掲
げ
る

川
江
蘇
有
の
費
山
、
土
倉
及
び
断
江
省
の
黄
山
蹴
等
白
江
海
抽
岸
に
於
け
る
静
岡
は
侭
控
に
し
て
、
耕
積
に
遁
し
な
い
。
地
主
が
斯
か
る
土
地
を
小
作

人
に
賃
貸
し
た
際
に
、

Jm
作
人
が
堤
防
を
築
き
、
全
た
其
の
他
の
排
水
工
事
を
行
つ
で
、
熟
同
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
報
償
と
し
て
、
ま
佃
粧
を
取
得

詔

せ
る
も
白
で
あ
る
。
黄
腿
豚
で
は
地
面
を
「
上
皮
」
、
地
底
を
「
下
皮
」
と
梢
し
、
永
制
人
は
自
由
に
上
皮
を
典
買
す
る
こ
と
を
得
、
地
主
は
納
積
の
義

務
と
小
作
料
壮
得
の
椛
利
と
を
有
す
ま
句
。
「
欽
定
戸
部
則
例
」
白
一
閥
型
事
宜
」
白
中
に
も
「
江
南
詔
州
崇
明
昭
文
沿
海
抄
地
佃
型
工
力
活
多
官
法
魚

鱗
珊
以
佃
戸
姓
名
鴻
主
業
主
姓
名
芳
附
業
戸
雄
換
佃
仰
骨
一
守
蒋
佃
戸
得
受
国
型
買
夏
令
随
時
特
国
契
報
官
吏
主
珊
籍
毎
年
奏
舗
前
誼
珊
報
科
」
と
あ
っ

て
、
前
情
時
代
に
江
南
柑
海
地
方
で
勢
力
自
多
い
小
作
人
が
抄
地
を
問
事
し
た
と
き
は
、
官
は
土
地
裏
帳
を
作
っ
て
小
作
人
の
抗
名
を
主
記

L
、
地
主

四
一
昨
名
を
附
記

L
、
地
主
に
襲
克
あ
る
も
、
小
作
人
は
之
を
肝
守
?
と
し
て
、
京
佃
椴
を
奥
へ
、
永
佃
棋
に
移
轄
の
あ
る
と
き
は
随
時
交
代
詩
帯
を
作
っ

て
官
に
報
ビ
て
革
帳
を
更
正

L
、
毎
年
奏
錨
前
に
室
帳
を
遣
っ
て
芦
部
に
報
ず
る
こ
と
込
し
た
の
で
あ
る
a

何
甘
粛
地
方
で
は
、
業
主
あ
る
民
田
に
於
て
、
最
初
佃
戸
が
之
を
間
輯

L
、
帥
衿
d
名
会
薪
ワ
で
問
調
刊
を
報
骨

L
、
奪
佃
を
許
さ
た
い
園
前
を
立
て

た
原
佃
由
子
婦
に
は
、
永
久
に
耕
作
を
離
承
ず
る
こ
と
が
許
さ
札
札
口
。
業
主
は
故
な
〈

L
て
換
価
す
る
を
得
な
い
が
、
佃
戸
が
故
意
に
一
-
一
年
以
上
抗
納

天野元之助、前掲論文、一四頁ノタ至二回頁
我闘の慣行永小作と Lて、小野武夫氏は之を(ー)川往陪たる説d、折、(二)分
割所有権たるま小作、(三)負檎附所有様たるま小作の三者ーに分ち、更に用盆
椴たる永小作を (1)開聖水小作、 (2)土地改良永小作、(3)分興永小作、 (4)
買う正永小作、 (5)官1i株式小作、 (6)認定永小作の入、者に分ってゐる泊、ら、 jk'l、

20) 

21) 



す
る
と
き
は
、
官
に
告
げ
て
之
を
踊
揺
し
、
同
が
業
主
に
蹄
す
る
と
と
が
許
さ
れ
た
。
個
々
滞
納
あ
る
'
と
き
は
、
業
主
は
滞
納
小
作
料
白
請
求
を
訴
へ

得
る
も
、
詞
を
持
っ
て
仰
を
奪
ふ
こ
と
は
詐
さ
れ
な
い
。
若
し
業
主
が
其
の
同
を
他
人
に
買
却
す
る
'
と
き
は
、
原
価
白
姓
名
、
租
鴎
(
小
作
料
)
の
敷
目

を
契
約
内
に
一
々
註
明
せ
し
め
、
悉
〈
奮
の
位
と
せ
ね
ば
な
ら
向
。
或
は
業
主
が
自
ら
耕
種
せ
ん
と
す
札
ば
、
原
地
の
肥
痔
を
合
計
し
て
業
制
問
に
均

部

分

L
、
官
に
報
ビ
で
執
業
す
る
も
白
と
す
る
。

間
断
江
省
白
金
曜
、
術
州
、
杭
州
、
嘉
興
、
削
州
一
帯
で
は
、
前
情
洪
楊
円
相
陣
に
居
民
自
大
半
J
F

逃
散
し
て
、
田
地
の
荒
燕
に
蹄
し
た
も
の
が
甚
だ

多
か
っ
た
。
視
の
平
定
後
、
左
宗
品
荒
川
か
荒
日
出
を
招
集
し
て
間
期
成
熟
せ
し
め
、
之
に
佃
稀
植
(
永
佃
擢
)
を
認
め
た
。
間
有
の
問
主
に
は
小
作
料
牧
得
白

糠
利
と
納
脆
の
義
掛
ー
と
が
あ
る
。

三
三
土
地
改
良
永
小
作

之
は
慨
に
土
地
の
聞
製
は
潟
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
北
ハ
の
土
地
の
生
喧
力
が
米
だ
定
分
で
な
い
か
ら
、
小
作

人
に
於
て
追
加
的
忙
土
地
の
改
良
主
的
し
、
引
の
割
償
と
し
て
水
小
作
維
を
取
得
せ
る
も
の
で
あ
る
。

山
川
江
蘇
省
の
紅
宰
、
無
錫
、
常
熟
寺
田
諸
麻
で
は
永
畑
同
を
「
友
肥
同
」
と
い
ふ
が
、
そ
れ
は
嘗
て
小
作
人
が
同
に
茨
胞
が
一
加
へ
て
、
そ
の
偵
植
を

叩

高
め
た
る
こ
と
に
上
っ
て
、
ま
佃
植
を
取
得
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
無
錫
で
は
土
地
所
有
権
は
田
底
(
俗
名
栂
同
)
と
同
商
(
俗
名
友
肥
田
)
と
に
分
離
し

回
底
の
所
有
者
は
納
賦
枚
組
(
納
極
左
地
代
肱
得
)
の
穫
義
が
あ
り
、
問
面
所
有
者
は
耕
穂
還
租
(
耕
種
し
て
地
代
を
克
梯
」
)
の
樺
義
が
ち
る
。
同
憤

川
市

は
、
普
通
閏
底
が
十
分
の
七
を
出
品
、
同
面
が
十
分
自
=
一
を
丙
め
る
。

間
耐
建
省
南
平
麟
の
習
慣
と
し
て
、
岡
地
を
小
作
ず
る
者
が
、
農
事
に
勤
努
し
て
、
工
料

E
惜
ま
ず
、
護
地
の
生
産
量
を
靖
加
す
れ
ば
、
こ
の
帯
加

M
W
 

一
種
目
所
有
棋
を
形
成

L
、
之
を
自
由
に
曹
買

L
得
る
。

し
た
生
産
品
は
小
作
人
の
所
有
と
な
り
、

(一ニ)川
H
A
u
l
永

小

作

之
は
坑
小
作
人
が
相
首
の
代
金
主
支
梯
ふ
て
永
小
作
偵
を
買
受
け
た
る
に
起
凶
し
て
ゐ
る
。

川
円
断
江
省
三
品
市
興
豚
で
は
、
制
戸
が
地
主
に
向
っ
て
租
種
(
小
作
)
す
る
と
き
、
同
商
倒
若
干
を
給
付
し
、
問
聞
を
購
買
す
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て

小
作
人
部
永
久
に
井
町
田
を
耕
種

L
得
る
。
年
々
小
作
料
を
納
付
し
て
屑
hw
ば
、
地
主
に
撒
佃
す
べ
き
擦
が
な
い
。
若

L
小
作
米
を
納
入
し
な
い
な
ら

ば

、

普

週

三

年

後

に

於

て

、

地

主

は

捕

畑

す

る

と

と

が

山

車

る

唱

。

.

何
江
蘇
省
白
松
江
、
海
門
及
び
江
北
白
各
地
で
は
、
制
戸
討
小
作
す
る
際
に
は
先
づ
頂
首
(
回
面
白
代
金
)
若
干
元
在
地
主
に
宜
付
ず
る
。
而
し
て
其

支
那
の
永
小
作
制
度

情
五
十
各

四

九

第
凶
競

七

作白起困に就いては日支とも大同小異である。小野武夫氏、永小作論、八三
員以下参閥
上摘、中園紹梼年盤、 G.77頁 勾)同書、 G 一八1頁
欽定戸部則例、巻七、田賦二上、開墾事宜(["J泊十三年校fU)二六頁
士ん去の捕に居るのふ樹(郷土白翻)

22) 
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支
那
の
最
小
作
制
度

博
五
十
巻

第
四
挽

凹

O 

F、

白
金
額
は
土
地
内
肥
鮮
に
従
っ
て
定
ま
る
。
こ
の
頭
首
を
納
刊
せ
る
仙
戸
は
ま
畑
植
を
取
得
す
る
。
佃
戸
が
小
作
料
売
滞
納
す
る
に
あ
る
ぎ
舟
ば
、
地

主
は
撒
側
ず
る
を
得
な
い
。
主
張
叩
人
は
永
佃
一
躍
を
他
人
に
賓
却
し
符
る
。
珂
-
し
C
出
慣
し
て
之
を
購
買
せ
る
者
は
、
即
ち
北
側
棋
を
取
得
す

h
o

(
四
)
留
保
永
小
作
、
之
は
イ
地
の
所
有
者
が
何
等
か
の
粧
神
的
事
情
に
依
り
、
そ
の

k
地
聖
比
較
的
廉
慣
に
他
人
忙
賓
却
し
、
そ

内
代
償
と
し
て
永
小
作
機
を
自
己
に
骨
保
す
る
小
作
慣
行
で
あ
る
。

川
酔
江
省
白
平
湖
鯨
で
は
、
最
初
官
有
の
荒
地
を
塑
熟
し
た
時
に
は
、
地
棋
は
一
人
に
属
す
る
。
其
の
後
間
主
は
斜
揖
的
困
窮
に
よ
っ
て
生
活
を
維

持
L
得
干
、
其
白
土
地
や
一
譲
渡
せ
ぎ
る
か
一
得
な
い
が
、
併
し
絶
賢
し
て
無
産
の
徒
主
な
る
努
願
は
な
い
。
迭
に
岡
地
提
借
款
の
抵
押
品
と
な

L
、
性
穫

悶

物
の
一
部
分
を
利
息
に
充
て
・

1
永
久
耕
作
の
植
を
保
関
す
る
。
之
に
よ
っ
て
と
桐
の
同
植
が
明
確
に
分
れ
て
、
同
底
と
田
面
の
二
部
分
と
な
る
。

∞
江
蘇
省
の
靖
江
牒
で
は
、
貧
者
円
農
持
出
費
際
に
は
耳
目
'
I
地
訟
費
却
せ
ざ
る
を
得
世
い
が
、
併
し
之
を
手
離
す
こ
と
が
一
歓
し
む
い
場
合
に
は
、

則
主
主
交
渉
の

1
、
一
、
三
割
安
〈
寅
却
す
る
が
、
そ
の
代
り
北
佃
棋
を
自
己
に
留
保
す
る
も
の
で
、

ζ

の
慣
行
を
「
由
貿
的
精
」
ー
と
稽
す
る
。
賢
主

は
小
作
料
を
不
納
し
な
い
限
り
、
也
戸
(
摘
桐
)
さ
れ
る
と
と
が
な
い
。
柏
崎
帆
倒
閣
課
(
公
祖
母
融
)
は
買
主
の
負
婚
と
す
ス
円
。

(
五
)
分
輿
永
小
作

之
は
豪
農
や
大
地
主
が
自
家
の
隷
属
農
民
に
永
伺
樺
を
興
へ
た
も
の
で
あ
る
。

安
健
省
白
宿
牒
に
は
「
批
帖
佃
農
L

と
稀
ず
る
一
一
閣
の
世
襲
的
生
小
作
が
あ
る
が
、
小
作
農
に
は
惑
畑
を
許
さ
ず
、
甚
だ
し
き
に
亘
つ
て
は
、
佃
戸

が
財
産
を
積
み
同
地
を
多
〈
所
有

L
、
寧
ろ
人
に
小
作
せ
し
め
る
が
、
自
己
は
棒
身
佃
戸
た
ら
ざ
る
を
得

f
、
一
往
々
に
し
て
地
主
白
底
追
を
受
〈
る
も

自
由
に
退
佃
ナ
る
を
得
な

h
o
と
白
種
目
永
小
作
人
は
其
の
一
成
立
の
一
原
因
よ
り
し
で
、
主
家
た
る
ま
農
に
ま
〈
隷
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
六
)
官
地
、
皇
産
、
旗
地
、
族
産
等
の
特
殊
所
有
形
態
の
土
地

K
E
北
側
植
の
存
ナ
る
揚
合
が
あ
る
。
之
は

ω開
墾
を
た
し
た
る

ゆ
川

原
佃
戸
に
永
佃
穫
が
奥
へ
ら
れ
た
る
も
の
、

ω清
朝
時
代
に
於
て
、

民
有
地
の
租
税
は
大
掠
漢
人
官
吏
た
る
知
麻
(
牒
長
)
忙
よ
っ
て

徴
収
さ
れ
、

一
般
に
請
負
制
度
で
あ
り
、
且
つ
種
々
の
差
役
が
あ
っ
て
、
そ
の
負
捨
は
過
重
で
あ
っ
た
の
に
反
し
、
皇
産
や
旗
地
に

は
租
税
(
賦
)
の
納
付
が
免
除
さ
れ
て
ゐ
た
か

ι
一
般
人
民
(
自
作
農
、
小
地
主
)
は
自
か
ら
の
土
地
を
皐
産
品
、
放
地
に
編
入
さ
れ
む
こ

欽定声部則例、巻七、岡賦二上、開型車宜、二七頁 臨時牽構奮憤調査官第
一一部報告、清圏T了政時、第二巻、三五九良 同主調査曾第一部調査第三|同報
骨書、蓋漕私法、第一巻J、三九一頁
前掲、中国経情年鑑、 G 七八頁
同昔、 ι 一七C頁 ]0) 

28) 同書、 G 七七頁
同書、日七七頁

26) 

27) 
29) 



たし

=
 

'
b
 

奥場乞擢佃永てつ
下
i

。
に耕墾

向
上
越
せ
る
民
地
的
帯
地
投
旗
(
帯
地
投

Tも
い
山
)
閥
係
の
永
佃
植
に
闘
し
て
は
、
大
理
院
の
吋
例
に
も
「
帯
地
投
旗
の
閥
係
は
、
之
を
前
清
白
[
日

告
側
に
徴
せ
ば
、
闘
地
の
性
質
と
時
々
同
様
に
し
て
、
共
白
地
の
原
所
有
人
は
、
肢
に
其
の
所
有
権
を
喪
失
し
て
ゐ
る
主
雌
も
、
町
ほ
永
畑
椴
を
有
す
吋
話
佃

る
。
こ
の
項
の
佃
樫
は

-
T法
律
上
の
原
因
長
に
消
滅
に
蹄
し
て
ゐ
る
か
、
或
は
既
に
他
人
に
移
轄
し
て
ゐ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
之
を
子
舗
に
博

3
頁
一
切
1
ぽ

頁
宍
1
2
4

↓一声

へ
て
遺
障
の
一
稲
品
目
し
得

L
P
圭

あ

っ

て

、

そ

の

ま

佃

棋

を

認

め

て

ゐ

る

。

二

一

↓

、

佃

四
一
一
網
北

向
山
西
省
平
問
牒
の
「
里
祉
」
(
一
旦
は
七
、
八
村
耳
至
十
村
よ
り
な
る
)
主
族
所
有
地
に
は
ま
佃
制
が
行
は
る
。
こ
の
積
北
佃
の
開
始
に
際
し
て
は
、
、
G
大
の

査
冊
、
同
唱
。

契
約
を
立
て
、
小
作
料
の
積
輔
、
そ
の
他
白
保
件
を
記
載
す
る
o

佃
農
が
契
約
を
履
行
し
、
期
日
に
小
作
料
を
納
付
す
る
限
り
、
永
久
に
佃
積
椛
を
有
調
開
鏡
曾
却

し
、
地
王
は
任
意
に
土
地
を
同
牧
す
る
を
符
な
い
。
相

L
高
一
な
る
が
故
に
、
若
干
年
(
五
年
を
以
て
最
多
左
す
)
需
に
小
刊
料
一
割
問
を
一
度
麹
夏

L
、

契

盟

僻

一

嬬

的
を
更
新

L
得
る
こ
と
を
常
に
載
刷

L
て
ゐ
る
。
小
作
人
は
永
佃
樺
を
有
し
て
ゐ
る
か
ら
、
韓
個
植
を
有
す
る
。
た
い
、
普
誼
の
事
情
で
は
、
韓
誕
の
時
幌
之
粧
農

υ

興
糊
園
、
産

に
は
、
地
主
の
同
芭
を
得
る
か
、
若
〈
ば
地
主
に
向
っ
て
若
干
の
苧
績
費
を
柏
む
べ
き
も
の
と
す
る
。
輔
佃
の
止
さ
小
作
料
は
境
夏
さ
れ
な
い
が
、
前
嘉
平
中
編
皇

佃
戸
が
塑
荒
の
時
、
土
地
に
加
工

L
、
ま
た
は
土
地
の
耕
作
僚
件
全
改
良
し
、
或
は
時
と
し
て
庵
場
(
小
骨
)
宇
樹
木
を
作
っ
た
仰
に
劃
し
て
は
、
新
小
知
立
払
概
伽

J

上
前
前
遍
満

作
人
は
若
干
の
代
債
を
文
捕
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
を
「
鑓
頭
錨
」
と
い
ひ
、
彼
等
の
聞
に
立
て
る
契
約
を
「
漣
碩
契
」
ー
と
稽
す
る

と
を
熱
望
し
た
。
と
れ
所
前
「
州
市
地
投
定
」
に
し
て
、
亡
の
際
彼
等
自
作
造
や
小
地
主
は
永
佃
摘
だ
け
を
自
己
に
刷
用
保
せ
る
も
の
で

あ
る
。
間
更
に
本
来
賀
民
主
詐
さ
れ
な
か
っ
た
皇
産
や
旗
地
に
於
て
、
金
融
白
必
要
上
、
そ
の
坑
小
作
磁
の
み
が
賓
即
さ
れ
た
の
に

起
川
ず
る
も
の
等
が
あ
る
。

mw欽
定
戸
部
則
例
巻
十
、
同
賦
四
、
権
制
傑
款
に
は
「
民
人
の
畑
穂
ナ
る
旗
地
で
は
、
地
、
所
有
主
を
易
ふ
る
と
雌
も
佃
戸
は
替
に
何
回
、
地
主
は

故
な
〈
し
で
年
側
噌
租
ず
る
を
得

f
、
若
し
佃
戸
が
租
銀
を
抱
欠
{
滞
納
)
す
れ
ば
、
地
主
に
撤
地
し
て
別
に
価
す
る
こ
と
を
許
す
。
若
し
佃
戸
が
誼
占

す
れ
ば
、
官
に
報
ビ
て
強
制
退
地
せ

L
品
る
。
或
は
地
主
が
自
作
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
畑
戸
U
F
欠
租
せ
ず
ξ
躍
も
、
室
た
退
地
せ
し
拍
得
る
も
の
止
す
。

調

若
L
前
項
の
事
情
な
〈
し
て
、
期
到
、
地
視
が
共
暁
し
て
脊
伽
暫
租
を
な
す
る
と
き
は
、
躍
に
世
罪
を
加
ふ
L

・
と
あ
っ
て
、
旗
地
白
止
小
作
を
認
品
て

ゐ
る
。

以
上
掲
げ
た
以
外
の
永
小
作
の
諸
事
例
を
、
担
凶
別
に
左
に
事
げ
る
と
と

h
ず
る
。

支
那
の
ま
小
作
制
度

第
五
十
巻

第
四
冊

九

四

上掲、中国組梼年盤、 G 七八頁3') 
33) 
34) 
35) 
36) 
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掛
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噺
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華
勝

宅E
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江
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応
豚
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湖
北
有
漢
陽
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湖
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五
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腕

江
蘇
行
制
「
錫
鵬

才s

江

蘇

省

江

除

右ー

加
江
省
義
烏
膝

安
徽
省
官
丑
…
湖
豚

制
北
省
一
大
門
脇

右右oti 

制
北
省
演
脇
師
帥

コヂz

湖
南
省
安
仁
豚

t-i 

江
両
省
臨
川
麻

踊
建
省
古
川
脇

市

平

田

帥

事1

;e 

支
那
の
ま
小
作
制
度

小の小す小小小
作旧作、作~，十
人を人こ人人人
が「がめががが

間保フ>ki'f /lJ ffi 
匝泌語習相子資 字
縮金 を の し に
を面を勺金て仰
暁;丘地押暗闘 型
X 旧主礼「阿 ♀ 
せ」に佃押椛 ~.!J 
るさ繍」払党出
払いめさ" .撃を
のふてい」正納

U 唱ふをす め

琉永 C摘、て
i 例め小永
£ 他 工 " 仰
い そ jI< 之被
ふ取川いを
。揮権ふ取

ょをロ得
取す

」帯。

小
品
什
人
が
押
組
合
を
削
除

τ氷
久
耕
作
仰
慨
を
取
得
す
。

農
民
が
国
蔵
品
ぜ
民

mrdも
、
国
耐
を
自
己
に
得
保
寸
タ
「
hH利

米
」
さ
い
ふ
。

白
戸
の
裳
旧
を
他
人
に
完
奥
し

c・
耕
作
障
を
偲
保
安
λ
v

も
の

自
民
祖
ま
た
は
巴
現
地
ミ
い
ふ
。

中
島
又
は
令
長
が
b
E
錯
の
イ
裂
に
直
ら
れ
る
さ
き
は
ー
自
己

ω

国
機
ハ
消
業
者
は
容
戸
〕
為
笠
宮
若
に
食
却
し
、
自
己
に
制
維
を
留

保
す
。

国
喰
を
均
一
却
す
る
も
、
「
馴
L
K
」
也
管
自
己
に
留
保
す
る
も
の
.
胆

士
の
伺
絡
は
毎
畝
一

1
1元
、
開
腹
は
三
十
一
弔

一
児
病
司
作
良
?
あ
っ
た
良
民
が
其
の
問
地
を
賞
却
す
る
陣
に
、

氷
山
作
権
を
白
己
に
旬
保
せ
る
も
の
、
客
困
に
多
い
ロ

農
民
が
其
の
聞
を
骨
却
す
る
曜
に
、
水
川
仰
催
を
自
己
巳
智
侃
せ

る
am
の
‘
之
を
「
己
一
荒
田
」
さ
い
品
。

川
地
の
司
ー
で
は
「
ル
別
枠
手
」
を
肉
l
に
火
付
し
、
賞
主
に
永
久

耕
枠
の
紘
あ
る
-
コ
」
を
謙
附
し
て
ゐ
る
。

郷
民
が
窮
乏
せ
る
階
、
七
大
型
開
害
担
の
み
を
伐
つ

C
、

原
mm
を
手
許
に
M

鉱
山
き
、
自
ら
小
作
す
る
。

省

品幸
七+

Tt 
t葉
六氷
事側
由貿悔

いす然仰治 | のを
治るる倒自"* 1 抑U~J思
らこにを屋~ 1 tJ.とめ
Y こ有に lで

常・のす分 i之れ
にな航亡、下|をた

事t官官主 |ifb
糾然所/.Ifju I 
ぞる有腐り l 大

波に儲jt!'I 却
す永のし大| 院
。制移工部 i も

制編集中耳東翠

語常黒主盟
頁‘ヨキ 刊土

i )i i i者
感 /"'o 亡

R詩語警 ζ
N 若宮両

♀四閤

i会 i
ie  
輯六

同

イ」

中
岡
純
T

昨
年
僻
〔
民
間
一
一
一
一
信
I

〉上、

G
七
八
民

刻
大
到
、
品
川
同
佃
股
誼
百
以
羽
、
一
二
三
日

上
品
、
共
辰
仲
・
論
女
六
口
真

新
均
曜
、
論
文
‘
四

O
R

h
同
食
民
銭
円
、
出
向
雨
、
尚
北
、
安
徴
、
在
同
開
氏
村
伽
日
鏑
底

割
奇
F
杭
蝿
嗣
存
月
報
、
昭
和
1
二
年
十
月
)
一
一
両

民
府
事
管
制
川
調
官
叶
鍬
〈
前
鋼
、
大
野
万
之
助
氏
論
究
〉

同

;(1 

p.J 

;(i 

5

4
偉

大
開
院
列
例
要
問
瞬
間
処
第
一
谷
一
一

ο五

前
例
巾
凶
門
雑
草
作
航
〔
民
同
一
三
年
υ
土、

G

一
五
二
貝

帯
五
十
位
官

四

第
四
親

七月二十八日(碕和怯編、 'J・岡農村組碑貰料、続編)=五九頁、二六O頁. 



支
部
の
ま
小
作
制
度

同

右

河
北
省
天
津
白

小
劉
帯
苧

E
村

河
北
省
天
棒
の

亭

家

明

続
地
の
水
佃
に
費
し
、
主
来
同
底
催
者
が
武
力
を
用
空
¥
伽

農
を
歴
詰

Lτ
奪
回
白
川
耕
す
。

岡
洋
地
の
柑
嬰
に
よ
り
‘
調
滑
川
一
発
鹿
十
周
年
来
永
佃
曜
を
有

し
、
「
例
不
加
祖
」

J

こ
な
れ
る
ホ
佃
地
の
問
主
b

輩
弘
子
加
温
ぜ

る
に
レ
ホ
り
、
永
佃
人
が
薪
府
に
訴
A

た
る
に
一
は
つ
γ
L

拘
留
さ

れ
ず
一

前
前
昨
花
に
官
地
や
臼
沼
産
に
協
正
姐
を
扱
い

τ小
作
科
の
枕
納

に
常
ら
し
め
た
。
砕
し
許
取
鼠
拡
散
な
〈
し
て
増
砲
、
川
川
佃
を
な

し
得
歩
、
ま
+
い
佃
祉
に
は
一
定
斗
阻
が
無
い
も
の
ご
さ
れ
て
白

ヲ

9
P

N
A
摘
は
、
明
地
を
響
湾
局
に
報
想
す
れ
岳
、
分
局
一
よ
り
招
戸
丈

放
し
、
閉
幕
せ
る
壮
行
人
に
氷
佃
偏
を
典
内
に
。

開
産
の
永
小
作

官
地
の
永
小
作

?可

~" 
省

蒙
地
白
永
小
作

遠

経

省

静
五
十
巻

四
三
回

k
p
四
競

(
備
考
)
手
許
に
あ
る
費
料
か
ら
支
那
の
永
小
作
制
を
超
国
別
に
掲
げ
た
。
と
白
井
に
も
何
日
本
小
作
の
事
例
が
各
地
に
あ
る
こ
と
L

思
ふ
。
中
国

経
済
年
健
(
民
圏
二
一
二
年
)
上
G
七
凡

i
七
九
頁
に
む
「
主
佃
分
有
田
樫
」
白
永
小
作
白
事
例
目
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
白
多
く
は
貿
受
ま
小
作
と
思

ふ
炉
、
そ
の
起
因
は
明
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

四

永
小
作
制
に
関
す
る
若
干
の
批
剣

同
年
艦
、
八
一
頁

同
/
長
八
一
頁

一六
六理
有隣

県北
詩型
)量

覚

第

忽

。
長a

民
間
四
年
止r

梅
田
.
綬
志
的
操
業
門
中
園
農
村
組
蓄
貸
科
、
一
一
回
八
見
)

前
鍋
中
関
経
蒋
年
鑑

G
二
六
六
瓦

以
上
に
亙
っ
て
支
那
各
地
の
永
小
作
制
に
闘
し
て
撫
諭
し
た
。
と
の
永
小
作
制
の
長
所
は
、

ωそ
の
耕
作
槽
が
確
立
し
て
居
り
、

之
を
自
由
に
寅
却
、
譲
渡
し
得
る
こ
と
、

ω地
主
に
務
更
あ
る
も
永
小
作
樺
に
影
響
友
き
と
と
、

ω小
作
料
を
滞
納
し
左
い
限
り
、

小
作
期
聞
が
永
代
に
も
及
ぶ
こ
と
、
川
同
地
主
は
故
左
く
し
て
小
作
料
の
増
徴
、
永
小
作
地
D
撤
岡
を
友
し
得
ざ
る
こ
と
、

ω永
小
作

地
白
小
作
札
ぱ
普
通
よ
り
も
低
い
上
に
、
不
可
抗
力
白
際
に
は
小
作
料
の
減
免
を
地
主
に
要
求
し
得
る
こ
伊
、
川
開
永
小
作
人
は
永
小

作
権
を
権
保
と
し
て
資
金
の
融
通
を
受
け
得
る
乙
と
、
的
永
小
作
地
の
公
租
公
課
は
一
般
に
地
主
た
る
田
底
模
者
の
負
捨
と
た
っ
て

ゐ
る
か
ら
、
公
租
公
課
が
増
徴
さ
れ
る
も
永
小
作
人
は
影
響
を
蒙
ら
を
い
と
と
等
の
諸
勤
に
あ
っ
ち
、
永
小
作
人
は
安
ん
じ
て
耕
作

に
従
事
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

北ノJ、作地の小作料には現物小作料が多いが、金納小作料の場合もある(中闘
組問勾唱盈上二三年、 C.-I:rft，頁)
例へば間江省種融蘇白八ケ村平均では永小作料白牧量に劃する割合は 24・5掃
であるが、普亜の小作料の耽量に劃する割合は 54.8が主なつでbるロ (農村

復興委員官、 t折江省農村調査、三五頁〉

4') 

42) 



永
小
作
制
に
は
斯
か
る
長
所
が
あ
る
反
面

ι、
ま
た
短
所
在
も
伴
ふ
。
印
ち
水
小
作
地
の
持
貸
が
之
で
あ
り
、
己
的
場
合
に
は
、

元
の
、
水
小
作
人
が
中
間
利
得
を
市
め
、
小
作
料
を
吊
上
げ
て
第
三
者
に
料
貸
す
る
弊
を
仲
ひ
易
い
。
と
れ
湖
江
省
に
於
け
る
永
小
作

地
の
悼
貸
に
闘
し
「
這
永
佃
回
一
絞
伸
一
組
、
完
全
長
現
一
種
人
間
倒
惨
痛
い
的
剥
仇
」
と
批
せ
ら
る
L

所
以
?
あ
る
。
民
法
第
八
四
瓦

僚
が
永
小
作
地
の
神
貸
E
禁
じ
て
ゐ
る
の
は
、
か
1
A

る
弊
容
を
高
周
さ
友
い
た
め
の
針
策
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
第
一
に
1
4
小
作
制
の
短

所
と
し
て
、
木
小
作
人
が
往
々
地
主
に
勤
し
℃
、
封
建
的
隷
川
崎
刷
附
係
に
陥
る
と
と
で
、
と
の
一
例
と
し
て
安
徽
省
宿
腐
の
「
批
帖
佃

農
」
を
掲
げ
て
置
い
た
が
、

U
蘇
省
呉
川
の
永
小
作
人
も
、
同
様
に
自
己
に
耕
種
す
る
力
が
無
く
と
も
、
退
租
、
同
国
の
出
費
又
はM

W
 

出
租
を
注
す
能
は
ず
、
品
川
受
7
る
人
な
き
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
。
張
盛
岡
は
「
這
種
農
民
在
来

F
剖
上
党
有
些
像
封
建
批
曾
中
的
例
以
」

と
批
し
て
ゐ
る
。
さ
れ
ば
劉
大
釣
は
永
小
作
人
を
斯
か
A
V

隷
凶
明
性
よ
り
解
放
す
る
た
め
に
は
、
永
小
作
人
に
水
小
作
地
の
特
貸
を
認

め
る
こ
と
D
必
要
を
高
唱
し
て
ゐ
列
。
併
し
怖
貸
に
は

k
挫
の
弊
車
内
主
伴
ふ
虞
が
あ
る
か
ら
、
か
も
為
石
揚
合
に
は
出
品
a
A一
地
主
を
し
て

水
小
作
楳
に
針
す
る
代
慨
を
支
排
は
し
め
て
、
永
小
作
人
の
返
粗
を
許
す
か
、
若
く
ば
永
仙
人
に
出
曹
を
許
す
.
へ
き
で
あ
る
。

従
来
の
支
那
白
木
小
刊
慣
行
で
は
、
地
主
は
般
在
く
し
て
小
作
料
を
増
額
し
、
若
〈
ば
小
作
地
を
悶
収
し
得
た
い
も
の
で
あ
る
が
、

近
年
忙
主
っ
て
、

第
一
夫
中
に
示
し
た
る
如
く
、

河
北
省
で
は

地
主
が
此
友
く
し
て
永
佃
地
の
増
税
撤
佃
を
な
し
た
事
例
も
あ

る
。
ま
た
漸
江
省
で
は
、
「
紫
斑
」
、
「
大
頂
」
、
「
制
札
L

、
「
札
銀
ι
等
白
押
租
金
は
、
従
来
、
永
例
樺
の
譲
渡
費
B
P
一
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た

が
、
最
近
で
は
事
情
が
秘
化
し
、
押
粗
金
し
を
納
付
す
る
も
水
佃
纏

E
保
有
す
る
と
は
限
ら
や
、
ま
た
、
退
佃
の
と
き
必
十
し
も
例
債

(
小
賀
、
小
根
憤
)
を
同
収
し
得
な
い
と
と
L
な
っ
て
ゐ
る
a

更
に
小
作
料
臼
滞
納
が
な
く
と
も
退
租
せ
し
め
ら
れ
る
E
と
が
あ
り
得

錨る
。
か
く
て
地
主
は
永
仰
穫
の
譲
渡
資
た
る
押
租
金
は
、
之
主
小
作
敷
金
た
る
抑
租
金
に
踊
世
話
見
し
、
従
っ
て
永
小
作
制
を
定
期
小
作

支
那
白
永
小
作
制
度

四一一一五

務
凶
器

揮
五
十
巻

支那民法第八回四保参照
嚢白は一種目永f同日成長官1/設 Lて地主白蹴桂を割強すると止を主張 Lてゐる、
主主白、漸江的二五減租干'"'*1聞植(方額廷、中岡紐済肝究、上)三七三頁
上掲、制江省農村調査、九頁
張益周、江織的土地分配布1租佃制度(中岡農村、第一巻、第八期)六五頁

43) 
44) 

45) 
46) 



支
部
白
最
小
作
制
度

制
忙
更
改
せ
ん
と
努
め
て
ゐ
丸
。
殊
に
漸
江
省
で
は
近
来
財
政
聴
が
税
牧
の
増
加
を
企
闘
し
、
「
征
牧
永
佃
契
税
施
行
細
則
」
を
制
定

品
開
五

-T
巻

四一一二ハ

第
四
韓

四

し
、
永
例
契
約
陀
閲
し
て
は
「
と
の
項
権
利
の
移
特
設
定
に
は
均
し
〈
書
面
契
約
聖
附
ひ
、
口
頭
で
約
定
す
る
者
忙
は
放
力
を
稜
生

倒

せ
+
」
と
し
た
。
廿
却
に
於
て
永
例
地
の
地
主
は
、
己
の
機
曾
を
利
則
し
て
、
書
酎
契
約
の
純
一
い
永
小
作
植
を
無
視
す
る
に
亘
っ
た
。

ま
た
前
掲
の
民
法
第
八
四
五
僚
及
ぴ
第
八
四
六
僚
の
永
倒
地
に
閲
す
る
地
主
の
撤
佃
僚
件
も
永
仰
の
消
滅
を
促
す
有
力
在
る
契
機
と

た
っ
て
ゐ
る
。

け
れ
ど
も
武
小
作
の
想
図
に
は
相
営
の
理
由
が
あ
り
、
永
小
作
植
の
獲
得
忙
は
北
小
作
人
が
相
営
町
一
犠
牲
を
掛
っ
て
ゐ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
必
中
し
も
之
が
衰
退
主
自
然
に
放
任
す
べ
き
で
は
友
か
ら
う
。
北
支
の
河
北
省
に
は
、
前
掲
白
「
帯
地
投
充
」
そ
の
他

に
よ
る
永
小
作
地
が
少
く
た
か
ら
う
。
此
等
の
闘
係
に
つ
い
て
更
に
深
く
研
究
す
る
と
と
は
、
北
支
の
土
地
問
題
の
餅
決
、
地
籍
整

測
の
上
に
緊
要
で
あ
る
。
他
日
の
機
合
に
之
を
果
し
た
い
と
念
願
し
て
ゐ
る
。

D. K. Lieu， Land Tenu目 Syste皿 inChina(Chinese E阻 nomicJournal. June 
1928) p. 463. 
担明宵、中園農閏押租底誕展(中国農村、第一巻第四期)二四頁
上掲、嘉興牒農村萌査、四三頁 中同組滑年障上(二三年)G 凡G頁
同年鑑、 G 八一員

47) 
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